
第８次県保健医療計画等の策定に向けた
協議の進め方・スケジュール

○ 県保健医療計画については，計画期間が令和５年度末までとなっていることか

ら，今年度中に第８次計画策定に向けた協議を行う必要がある。

○ 策定に関する事項については，国指針において，周産期医療・小児医療に関す

る協議会で協議するものとされ，協議に当たっては，国指針を踏まえて，地域の

実情に応じた方策を講じる必要があるとされているところ。

○ また，医師確保計画についても，同様に今年度中に次期計画について，協議会

で協議していただくことになっているが，全体的に策定作業が遅れていることか

ら，第２回協議会で協議していただく予定。

○ 第８次県保健医療計画策定・医師確保計画策定スケジュールは，以下のとおり。

時期 内 容 各計画全体の予定

４月～６月 (保)国指針を踏まえた県計画の骨子

案の確認，協議に向けた準備等

(医)ガイドライン・医師偏在指数等

の確認等

７月31日 第１回周産期･小児医療協議会

(保)国指針，本県の現状を踏まえた

協議

８月～９月 (保)保健医療計画（素案）について (保)第２回保健医療計画策定委員会(8/1)

書面での意見照会 (医)第１回地域医療対策協議会(8/25)

(保)保健医療計画（素案）を保健医

療福祉課へ提出（８月末）

(医)医師確保計画（素案）作成

10月～11月 第２回周産期･小児医療協議会 (保)第３回保健医療計画策定委員会

(保)保健医療計画（案）検討，数値 (保)県医師会等関係団体への意見聴取

目標の設定 (医)第２回地域医療対策協議会

(医)医師確保計画（素案）検討

12月 (保)(医)県議会への説明

(医)パブリックコメント

１月～３月 第３回周産期･小児医療協議会 (保)パブリックコメント

(保)保健医療計画（案）確認 (保)第４回保健医療計画策定委員会

(医)医師確保計画（案）確認 (医)第３回地域医療対策協議会

(保)(医)医療審議会

 資料１ 


